
お し ら せ
　

平
成
24
年
４
月
診
療
分
よ
り
既
存
の

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
に
加
え
、
新

た
に
入
院
医
療
費
の
助
成
（
子
ど
も
医

療
費
助
成
）
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

（
注
）「
乳
幼
児
医
療
費
受
給
資
格
証
」

の
よ
う
な
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
対
象
者
】

大
洲
市
に
居
住
し
て
い
る
小
学
校
１
年

生
～
中
学
校
３
年
生
の
子
ど
も

※
た
だ
し
、
他
の
市
町
村
が
行
う
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
人
、
重

度
心
身
障
害
者
医
療
費
お
よ
び
母
子
家

庭
医
療
費
の
助
成
制
度
や
、
そ
の
他
の

制
度
に
よ
り
医
療
扶
助
・
給
付
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
助
成
の
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

【
助
成
の
内
容
】

　

入
院
時
の
医
療
費
自
己
負
担
額
の
う

ち
、
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
を
払
い
戻

し
ま
す
。

（
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
は
、

加
入
し
て
い
る
保
険
か
ら
払
い
戻
し
が

受
け
ら
れ
ま
す
。）

　

入
院
し
た
場
合
に
病
院
の
窓
口
に

「
健
康
保
険
証
」
な
ど
を
提
示
し
、
い

っ
た
ん
医
療
費
を
支
払
っ
て
く
だ
さ

い
。（「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
な
ど
を

　
子
ど
も
の
入
院
医
療
費
が

　
助
成
さ
れ
ま
す

提
示
す
る
こ
と
で
、
支
払
い
が
一
定
の

金
額
で
お
さ
ま
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

そ
の
後
、
払
い
戻
し
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
や
付
加
金
が

支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
先
に
そ
の
支
給

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
方
法
】

　

次
の
も
の
を
持
参
し
て
、
窓
口
で
助

成
金
請
求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

病
院
が
発
行
し
た
「
保
険
適
用
区
分

が
明
記
さ
れ
た
領
収
書
」

・
子
ど
も
の
健
康
保
険
証

・
保
護
者
名
義
の
通
帳
な
ど

・
認
め
印

・
健
康
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
や
付
加

給
付
金
な
ど
の
支
給
が
あ
る
人
は
、

そ
の
明
細
の
分
か
る
も
の

（
平
成
24
年
４
月
診
療
分
よ
り
、
当
該

保
険
給
付
日
の
翌
月
か
ら
２
年
以
内
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。）

【
担
当
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
環
境
課
高
齢
者
医
療
係

☎
㉔
１
７
１
３
（
直
通
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
３
（
直
通
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
３
１
（
直
通
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）

　後期高齢者医療保険料の改定について
【平成２４・２5年度保険料（１人当たり年額）】

【保険料の計算方法】

【保険料負担軽減を継続】

平成24・25年度 平成22・23年度
均 等 割 額 44,1９4円 （41,227円）
所 得 割 率 8.72％ （7.84％）
限 度 額 550,000円 （500,000円）

　後期高齢者医療制度では、医療給付費に見合う保険料
収入を確保し、健全な運営を維持するため、2年に 1度、
保険料の見直しを行っています。

・ 世帯の所得水準に応じて、均等割額を最大 ９ 割軽減します。また、基礎控除後の総所得金額が58万円
以下の人は、所得割額を 5割軽減します。

・ 制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人（国民健康保険・国民
健康保険組合は除く。）は所得割額の負担はなく、均等割額が ９割軽減されます。

【年金収入ごとの保険料額（単身世帯の一例）】
年金収入 軽減割合 平成24・25年度

保険料額（年額）
平成22・23年度
保険料額（年額）

比　較
（年額）

80万円 均等割 ９割軽減 4,410円 4,120円 2９0円増
150万円 均等割8.5割軽減 6,620円 6,180円 440円増
200万円 均等割 2割、所得割 5割軽減 55,840円 51,400円 4,440円増

【問い合わせ先】　愛媛県後期高齢者医療広域連合　☎08９－９11－7733
　　　　　　　　保険環境課高齢者医療係　　　　☎24－1713（直通）

保険料（年額）
※10円未満切り捨
て限度額55万円

均等割額

44,1９4円

所得割額

基礎控除（33万円）
後の総所得金額等

所得割率
8.72％×＋＝ （ ）
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Information

　

外
国
人
に
関
す
る
各
種
法
律
の
改

正
に
よ
り
、
新
た
な
在
留
管
理
制
度
が

平
成
24
年
７
月
９
日
か
ら
導
入
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
現
行
の
外
国
人
登
録

制
度
は
廃
止
さ
れ
、
外
国
人
住
民
に
つ

い
て
も
日
本
人
と
同
様
に
住
民
基
本
台

帳
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
】

①
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
、
住
民

票
の
写
し
な
ど
が
発
行
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

住
民
票
を
作
成
す
る
対
象
者
は
、
観

光
な
ど
短
期
滞
在
者
を
除
く
適
法
に
３

か
月
を
超
え
て
在
留
す
る
外
国
人
で
、

住
所
の
あ
る
人
で
す
。

②
外
国
人
登
録
証
明
書
に
変
わ
り
、「
在

留
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
特
別
永
住
者
証

明
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
は
、

改
正
後
も
在
留
カ
ー
ド
な
ど
と
み
な
さ

れ
、
引
き
続
き
有
効
で
す
の
で
、
す
ぐ

に
切
り
替
え
の
手
続
き
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
有
効
期
限
お
よ
び
切
替

時
期
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
特
別
永
住
者
…
現
在
お
持
ち
の
外
国

人
登
録
証
明
書
の
次
回
確
認
日
ま
で
有

効
（
一
部
例
外
あ
り
）。
切
替
時
に
特

　
外
国
人
住
民
の
住
民
登
録

　
制
度
が
変
わ
り
ま
す

別
永
住
者
証
明
書
に
切
り
替
え
。

・
永
住
者
…
改
正
後
３
年
以
内
に
入
国

管
理
局
で
在
留
カ
ー
ド
に
切
り
替
え
。

・
そ
れ
以
外
の
中
長
期
在
留
者
…
改
正

後
の
在
留
期
間
の
更
新
、
ま
た
は
在
留

資
格
の
変
更
時
に
在
留
カ
ー
ド
に
切
り

替
え
。

③
市
役
所
や
入
国
管
理
局
で
の
手
続
き

が
変
わ
り
ま
す
。

　

市
区
町
村
を
ま
た
い
で
住
所
変
更
す

る
場
合
は
、
旧
住
所
地
の
市
区
町
村
役

場
で
転
出
の
手
続
き
を
行
い
、そ
の
後
、

新
住
所
地
の
市
区
町
村
役
場
で
転
入
の

手
続
き
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
出

国
す
る
時
も
国
外
転
出
の
届
け
出
が
必

要
で
す
。

　

在
留
資
格
の
変
更
や
在
留
期
間
の
更

新
な
ど
の
手
続
き
は
、
改
正
後
は
入
国

管
理
局
で
手
続
き
を
す
る
だ
け
で
済
み

ま
す
の
で
、
市
役
所
へ
届
け
出
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
仮
住
民
票
の
送
付
に
つ
い
て
】

　

対
象
と
な
る
外
国
人
住
民
に
は
、
平

成
24
年
５
月
７
日
以
降
に
住
民
票
の
記

載
内
容
確
認
の
た
め
、
現
在
の
外
国
人

登
録
原
票
の
記
載
を
も
と
に
作
成
し
た

仮
住
民
票
を
送
付
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
課
戸
籍
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
１
４
）

　

平
成
24
年
度
よ
り
、
青
年
の
就
農
意

欲
の
喚
起
と
就
農
後
の
定
着
を
図
る
た

め
、
就
農
前
の
研
修
期
間
（
準
備
型
）

お
よ
び
経
営
が
不
安
定
な
就
農
直
後

（
経
営
開
始
型
）
の
青
年
就
農
者
に
対

し
、
給
付
金
を
支
給
す
る
新
た
な
制
度

が
始
ま
り
ま
す
。

　

な
お
、
希
望
者
は
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
の
で
、
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

【
準
備
型
】

・
給
付
金　

年
額
１
５
０
万
円

　
　
　
　
　
（
最
長
２
年
間
）

・
条
件　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と

１ 　

就
農
予
定
時
の
年
齢
が
、
原
則
45

歳
未
満
で
あ
る
こ
と

２ 　

独
立
・
自
営
就
農
ま
た
は
雇
用
就

農
を
目
指
す
こ
と

３ 　

県
が
認
め
る
研
修
機
関
・
先
進
農

家
な
ど
で
、
お
お
む
ね
１
年
以
上
研

修
す
る
こ
と

４ 　

常
勤
の
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
い

な
い
こ
と

５ 　

生
活
保
護
な
ど
、
生
活
費
を
支
給

す
る
国
の
他
の
事
業
と
重
複
受
給
し

な
い
こ
と

　

青
年
就
農
給
付
金
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て

【
経
営
開
始
型
】

・
給
付
金　

年
額
１
５
０
万
円

　
　
　
　
　
（
最
長
５
年
間
）

・
条
件　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と

１ 　

独
立
・
自
営
就
農
時
の
年
齢
が
、

原
則
45
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

２　

独
立
・
自
営
就
農
で
あ
る
こ
と

３ 　

親
元
就
農
の
場
合
、
５
年
以
内
に

経
営
を
継
承
す
る
こ
と
、
ま
た
は
親

の
経
営
か
ら
独
立
し
た
部
門
経
営
を

行
う
こ
と

４ 　

独
立
・
自
営
就
農
５
年
後
に
は
生

計
が
成
り
立
つ
実
現
可
能
な
計
画
を

立
て
る
こ
と

５ 　

生
活
保
護
な
ど
、
生
活
費
を
支
給

す
る
国
の
他
の
事
業
と
重
複
受
給
し

な
い
こ
と

※
そ
の
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。

【
説
明
会
】

・
日
時　

５
月
22
日
㈫
午
後
１
時
30
分
～

・
場
所　

大
洲
市
役
所
２
階
大
ホ
ー
ル

※
参
加
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
電
話

で
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
水
産
課
農
政
係

☎
㉔
２
１
１
１（

内
線
２
２
７
、２
２
８
）

広報大洲 ５月号21



お し ら せ
　

 

国
民
年
金
の「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
に
つ
い
て

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
所
得
が
少

な
く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

学
生
が
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

を
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
将
来
受
け
る

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま

す
が
、年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
就
職
な
ど
で
収
入
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
将
来
受
け
取

る
年
金
を
増
額
す
る
た
め
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
保
険
料
を
追
納
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
人
】

大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、

専
門
学
校
、
専
修
学
校
な
ど
に
在
学
す

る
学
生
で
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以

下
で
あ
る
人

【
対
象
期
間
】

平
成
24
年
４
月
～
平
成
25
年
３
月

（
１
年
ご
と
に
更
新
手
続
き
が
必
要
）

【
受
付
期
間
】

平
成
24
年
４
月
～
平
成
25
年
４
月
末

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】

・
年
金
手
帳
（
20
歳
到
達
に
よ
り
初
め

て
国
民
年
金
に
加
入
す
る
手
続
き
と

同
時
に
申
請
す
る
場
合
は
、
年
金
手

帳
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。）

・
印
鑑

・  

学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在
学
証
明

書
【
申
請
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
課
市
民
係

☎
㉔
１
７
１
０
（
直
通
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
３
（
直
通
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
３
１
（
直
通
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）

　

 
徘
徊
高
齢
者
位
置
情
報
サ
ー
ビ
ス

利
用
費
補
助
事
業
を
開
始

　

徘
徊
行
動
の
見
ら
れ
る
高
齢
者
の
早

期
保
護
と
安
全
確
保
の
た
め
、
位
置
情

報
サ
ー
ビ
ス
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
携
帯
端
末
）
を

利
用
す
る
人
に
対
し
、
初
期
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
介

護
す
る
人
の
精
神
的
お
よ
び
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
り
、
安
心
し
て
介
護
が

で
き
る
環
境
を
整
備
し
ま
す
。

【
補
助
対
象
者
（
申
請
者
）】

　

左
記
条
件
の
ど
ち
ら
も
満
た
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
大
洲
市
に
住
所
を
有
し
、
徘
徊
高
齢

者
を
在
宅
で
介
護
す
る
人

※
介
護
者
が
徘
徊
高
齢
者
と
同
一
住
所

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
徘
徊
高
齢
者
と
介
護
者
の
世
帯
構
成

員
に
、
大
洲
市
の
市
税
、
国
民
健
康

保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
人

【
補
助
対
象
経
費
】

　

申
込
手
数
料
、
加
入
料
金
、
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
に
最
低
限
必
要
な
機
器
の
購

入
費
用
な
ど
、
初
期
費
用
に
つ
い
て
補

助
し
ま
す
。

　

オ
プ
シ
ョ
ン
機
器
は
、
補
助
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

【
補
助
金
額
】　

１
万
５
０
０
０
円

※
補
助
対
象
経
費
が
こ
の
金
額
未
満
の

場
合
は
、
そ
の
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

【
そ
の
他
】

・
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
な
ど
で
、

高
齢
者
に
徘
徊
行
動
が
見
ら
れ
な
い

場
合
は
、補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
月
々
の
基
本
料
金
お
よ
び
使
用
料
な

ど
は
、契
約
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

・
補
助
対
象
機
器
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
担

当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
齢
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

☎
㉔
１
７
１
４
（
直
通
）

　
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度

　
相
談
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

　

昨
年
４
月
か
ら
畑
作
物
に
も
対
象
を

拡
大
し
、
本
格
実
施
し
た
農
業
者
戸
別

所
得
補
償
制
度
の
さ
ら
な
る
普
及
・
推

進
を
図
る
た
め
、
農
業
者
に
対
す
る
相

談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

制
度
内
容
に
つ
い
て
分
か
り
に
く
い

点
や
、
こ
れ
か
ら
申
し
込
み
を
し
よ
う

と
す
る
人
は
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
開
設
時
期
】

５
月
14
日
㈪
～
６
月
2９
日
㈮

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

※
土
・
日
は
除
き
ま
す
。

【
開
設
場
所
】

愛
媛
た
い
き
農
協
喜
多
支
所
２
階

【
持
参
す
る
も
の
】

・
営
農
計
画
書
（
控
）

・
交
付
申
請
書

・
印
鑑
（
認
め
印
で
結
構
で
す
。）

※
新
規
申
込
者
は
、
印
鑑
の
み
で
可
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
水
産
課
農
政
係

☎
㉔
２
１
１
１（

内
線
２
２
７
、２
２
８
）

愛
媛
た
い
き
農
協
営
農
企
画
課

☎
㉔
４
１
８
１
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Information

　
毎
年
５
月
12
日
は
、「
民
生
委
員
・

　
児
童
委
員
の
日
」
で
す
。

「
広
げ
よ
う　
地
域
に

根
ざ
し
た　
思
い
や
り
」

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た

め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

相
談
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
や
支

援
を
求
め
て
い
る
人
の
中
に
は
、
相
談

を
し
た
く
て
も
「
ど
こ
に
」「
誰
に
」

相
談
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
人

が
い
ま
す
。
地
域
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
地
域
の
み
な
さ
ん
の
相
談
相
手
で
す

　

悩
み
や
心
配
ご
と
に
関
す
る
相
談
を

受
け
、
解
決
に
向
け
て
助
言
や
お
手
伝

い
を
し
ま
す
。

・
福
祉
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

多
く
の
人
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
る
よ
う
に
、
福
祉
情
報
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

・
福
祉
の
ア
ン
テ
ナ
を
立
て
て
い
ま
す

　

地
域
に
住
ん
で
い
る
み
な
さ
ん
の
福

祉
に
関
す
る
問
題
や
要
求
、
期
待
を

キ
ャ
ッ
チ
し
ま
す
。

・
専
門
機
関
を
紹
介
し
ま
す

　

そ
の
場
で
解
決
で
き
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
時
は
専
門
機
関
を
紹
介

し
て
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

・
み
な
さ
ん
と
行
政
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
で
す

　

誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う

に
、
み
な
さ
ん
の
声
を
行
政
や
関
係
機

関
に
届
け
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
守
秘
義

務
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
み
な
さ
ん
か

ら
受
け
た
相
談
内
容
の
秘
密
は
、
厳
重

に
守
ら
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

社
会
福
祉
課

☎
㉔
１
７
１
５
（
直
通
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
４
（
直
通
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
４
７
（
直
通
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）

　

国
有
財
産
先
着
順
売
払
の

　

お
知
ら
せ

　

国
土
交
通
省
大
洲
河
川
国
道
事
務
所

で
は
、
現
在
、
先
着
順
売
払
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。 

【
先
着
順
売
払
に
付
す
る
事
項
】

・
売
払
財
産
の
名
称 

　

種
別
：
土
地　
　

地
目
：
宅
地

・
売
払
財
産
の
数
量
な
ど 

　

３
５
５
・
07
㎡
（
実
測
面
積
）

・
売
払
財
産
の
所
在
地　

　

 

大
洲
市
大
洲
字
鉄
砲
町
８
１
２
番
７
外
１
筆

・
売
払
価
格　

１
４
９
０
万
円

【
現
場
説
明
】 

　

売
買
を
希
望
す
る
場
合
は
、
必
ず
現

地
で
物
件
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

希
望
者
に
は
随
時
、
現
場
説
明
を
実

施
し
ま
す
の
で
、
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

【
申
請
書
の
提
出
場
所
】 

大
洲
河
川
国
道
事
務
所
経
理
課

（
郵
送
は
不
可
）

【
受
付
期
間
】

４
月
23
日
㈪
～
９
月
28
日
㈮

（
売
払
相
手
が
決
定
次
第
終
了
）

【
受
付
時
間
】 

 

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。）

【
詳
細
情
報
に
つ
い
て
】 

　

左
記
の
と
お
り
情
報
を
掲
示
、
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
掲
示
場
所

大
洲
市
役
所
、
山
鳥
坂
ダ
ム
工
事
事
務

所
、
大
洲
河
川
国
道
事
務
所

・
掲
載
場
所

大
洲
河
川
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.skr.m

lit.g
o.jp/

oozu/index.htm
l

「
入
札
契
約
情
報
」
→
「
国
有
財
産
先

着
順
売
払
公
告
」

【
問
い
合
わ
せ
先
】

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局 

大
洲
河
川
国
道
事
務
所
経
理
課

☎
㉔
５
１
８
６

　

 

大
洲
都
市
計
画
道
路・
臨
港
地

区
の
変
更
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
大
洲
都
市
計
画
道
路
の
変

更
（
廃
止
・
一
部
廃
止
・
名
称
変
更
）

お
よ
び
臨
港
地
区
の
区
域
変
更
に
関
す

る
素
案
の
作
成
後
、
２
月
９
日
に
説
明

会
を
開
催
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら

ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
、
諸
手
続
き
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、都
市
計
画
法
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

【
変
更
を
行
う
都
市
計
画
（
決
定
）】

・
長
浜
港
港
町
線
の
名
称
変
更
（
県
）

・
長
浜
港
仁
久
線
の
一
部
廃
止
（
県
）

・
紺
屋
町
松
原
線
の
廃
止
（
市
）

・
長
浜
臨
港
地
区
の
区
域
拡
大
（
市
）

【
縦
覧
期
間
】

５
月
15
日
㈫
～
2９
日
㈫

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
た
だ
し
、
土
・
日
は
除
き
ま
す
。）

※
縦
覧
期
間
中
、
案
に
つ
い
て
の
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
縦
覧
場
所
】

都
市
整
備
課

（
※
県
決
定
の
道
路
の
変
更
案
は
、
県

都
市
計
画
課
で
も
縦
覧
、
意
見
書
の
提

出
が
で
き
ま
す
。）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
２
４
４
）
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